
 

山梨県国際保育環境整備事業費補助金交付要綱 

 

（通則） 

第１条 山梨県国際保育環境整備事業費補助金（以下「補助金」という。）の交付について

は、山梨県補助金等交付規則（昭和３８年山梨県規則第２５号）の規定によるもののほか、

この要綱に定めるところによる。 

 

（交付の目的） 

第２条 この補助金は、外国にルーツを持つ親子の円滑な受け入れに向けた保育環境の整

備を促進することを目的とする。 

 

（補助対象者） 

第３条 この補助金の対象となる者は、次の各号に掲げる施設を設置・運営する法人又は団

体とする。ただし、市町村長が設置者となる施設は除くものとし、補助金の交付は、当該

施設ごとに１回を限度とする。 

 一 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３９条第１項に規定する保育所（就学前

の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第

７７号。以下「認定こども園法」という。）第３条第１項の認定を受けたもの及び同条

第１１項の規定による公示がされたものを除く。） 

 二 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する幼稚園（認定こども園法第

３条第１項又は第３項の認定を受けたもの及び同条第１１項の規定による公示がされ

たものを除く。） 

 三 認定こども園法第２条第６項に規定する認定こども園 

 四 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第７条第５項に規定する地域型保

育を行う保育所 

 五 児童福祉法第５９条の２の規定により届出のあった認可外保育施設（同法第６条の

３第１１項に規定する居宅訪問型保育事業を行う施設を除く。） 

 

（補助対象事業等） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）、経費（以下「補

助対象経費」という。）、補助率及び補助金の額は、次の表のとおりとする。 

 

 

 

 

 



 

補助対象事業 補助対象経費 補助率 補助金の額 

（１施設当たり） 

外国にルーツを

持つ親子の円滑

な受け入れに向

けた保育環境の

整備事業 

書類等の多言語化、食文

化・宗教的配慮のための備

品整備、職員研修の実施、

自動翻訳等機器の導入、そ

の他知事が必要と認める

経費 

２／３以内 補助対象経費に補助率

を乗じて得た額（千円

未満の端数が生じたと

きは、端数を切り捨て

るものとし、上限は５

万円とする。） 

 

（交付の申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「補助事業申請者」という。）は、補助金

交付申請書（様式第１号）に以下の関係書類を添えて、知事に提出しなければならない。 

（１）事業実施計画書 

（２）事業収支内訳書 

（３）見積書の写しその他の補助対象経費の積算の根拠となる資料 

（４）その他参考となる資料 

２ 補助事業申請者は、前項の申請書を提出するに当たり、補助金に係る消費税等仕入控除

税額を減額して交付申請をしなければならない。ただし、申請時において明らかでない場

合はこの限りでない。 

３ 国や県等が所管する他の補助金で、その目的や対象事業が当該補助事業と重複する場

合は、当該補助事業の交付申請を行うことはできない。 

 

（交付の決定） 

第６条 知事は、前条の規定により補助事業申請者から補助金交付申請書の提出があった

ときは、その内容を審査の上、適当と認めるときは補助金の交付決定を行い、補助金交付

決定通知書（様式第２号）により当該申請者に通知するものとする。 

２ 知事は、補助金の交付決定にあたり、必要に応じ条件を付すことができる。 

３ 第１項の規定にかかわらず、知事は、補助事業申請者が次の各号のいずれかに該当す

る場合は、補助金の交付の決定をしないことができる。 

一 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号。次号において「暴力団対策法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をい

う。第三号から第五号までにおいて同じ。） 

二 暴力団員（暴力団対策法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。次号から第五号

までにおいて同じ。） 

三 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者 

四 法人（法人でない団体で代表者又は管理人の定めがあるもの（以下この号において



 

「人格のない社団等」という。）を含む。）であって、その役員（人格のない社団等

の代表者又は管理人を含む。）のうちに暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接

な関係を有する者があるもの 

五 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者がその事業活動を支

配する者 

六 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が第一号

から第五号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結する 

七 第二号から第六号に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団

体又は個人 

 

（申請の取下げ） 

第７条 補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、前条の規定に

よる通知に係る補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に対して不服があり、

補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、補助金交付決定通知書を受けた日か

ら２０日以内にその旨を記載した書面を知事に提出しなければならない。 

 

（補助事業計画変更の承認） 

第８条 補助事業者は、補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容の変更をしよう

とするときは、変更承認申請書（様式第３号）を知事に提出し、その承認を受けなければ

ならない。ただし、補助対象経費の各費目相互間において、いずれか低い額の２０％以内

を増減させる場合、又は補助事業の目的の達成に支障をきたさない事業計画の細部の変

更であって交付決定を受けた補助金の増額を伴わない場合はこの限りでない。 

２ 知事は、前項の承認にあたり、必要に応じて条件を付すことができる。 

 

（補助事業の中止又は廃止） 

第９条 補助事業者は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、補助事

業中止（廃止）承認申請書（様式第４号）を知事に提出し、その承認を受けなければなら

ない。 

 

（補助事業遅延等の報告） 

第１０条 補助事業者は、補助対象事業が予定の期間内に完了することができないと見込

まれるときは、速やかに補助事業遅延等報告書（様式第５号）を知事に提出し、その指示

を受けなければならない。 

 

（状況報告） 

第１１条 補助事業者は、補助事業の遂行状況について知事が報告を求めたときは、これを



 

報告しなければならない。 

２ 知事は、前項の報告を受けたときは、報告内容を審査するとともに、必要に応じて現地

調査を行うものとする。 

 

（実績報告） 

第１２条 補助事業者は、補助事業が完了した日又は補助事業の中止若しくは廃止の承認

を受けた日から起算して一箇月を経過した日又は別途知事が指定する日のいずれか早い

期日までに、補助事業実績報告書（様式第６号）に必要関係書類を添えて、知事に提出し

なければならない。 

２ 補助事業者は、前項の実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税及び地方消費税

に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係

る仕入控除税額を減額して報告しなければならない。 

 

（補助金の額の確定） 

第１３条 知事は、前条の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業の実施結果

が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審

査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、額の確定通知書（様式

第７号）により当該補助事業者に通知するものとする。 

 

（補助金の交付方法） 

第１４条 補助金は、精算払いとする。 

 

（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第１５条 補助事業者は、補助事業完了後、申告により、補助金に係る消費税等仕入控除税

額が確定した場合には、速やかに消費税及び地方消費税の確定に伴う報告書（様式第８号）

により、知事に報告しなければならない。 

２ 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返

還を命ずるものとする。 

 

（書類の保管） 

第１６条 補助事業に係る帳簿及び証拠書類は、当該補助事業終了の年度の翌年度から起

算して５年間、整備保管しておかなければならない。 

 

（雑則） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。 

 



 

 

附則 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

２ この要綱は、令和１１年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づき

交付決定された補助金については、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。 


